
令和 年 月 日

八戸市財務規則（昭和５４年規則第１号）を承諾の上、次の金額及び受注条件を
もって市の指示どおり履行することをお請けいたします。

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額 円

単　位 単　価 備　考規　格 数　量品　　　　　　　　名

納 入 場 所

契約保証金

市指定場所 令和　　年 　 月　　日納 入 期 限

ヶ月年品質保証期間免　除 納入後

仕 様 書 等

金　　額

物 品 供 給 請 書

受注者

円契約金額

（あて先）八戸市長

印



受注条件

１　　納入期限までに納入しないときは、納入期限の翌日から、納入の日までの期間
　　日数に応じ、契約金額（既納部分に係るものを除く。）につき契約締結日におけ

　　る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項
　　に規定する率（以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。）で計算した額
　　未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる。）の遅延金を徴収す
　　る。
２　　納入者の責めに帰する理由により、契約期間内に契約を履行しないとき、又は
　　履行の見込みがないと明らかに認められるときは、この契約の全部又は一部を解
　　除する。

３　　契約を解除された場合は、契約金額（既納部分に係るものを除く。）の100分
　　の10に相当する違約金を徴収する。

４　　違約金を超えた額の損害を生じたときは、この超えた金額を損害賠償として請
　　求することがある。

５　　契約代金は納入検査合格後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に
　　支払うものとする。

６

納入期限までに納入しないときは、納入期限の翌日から、納入の日までの期間日
数に応じ、契約金額（既納部分に係るものを除く。）につき契約締結の日におけ
る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項
に規定する財務大臣が決定する率で計算した額（その額が100円未満であるとき、
又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる。）
の損害金を徴収する。

発注者は、受注者が正当な理由なく納入期限内に契約を履行しないとき、又は履
行の見込みがないと明らかに認められるときは、この契約の全部又は一部を解除
することができる。

契約を解除した場合は、契約金額（既納部分に係るものを除く。）の10分の１に
相当する違約金を徴収する。

発注者に生じた損害の額が違約金の額を超えるときは、その超えた金額について
も賠償を請求することができる。

この請書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し
てこれを定めるものとする。

契約代金は納入検査合格後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払
うものとする。


